
 

会 議 名 第１回八名地域協議会 公  開 

日  時 
令和８年４月２２日（水） 

午後７時３０分～午後８時００分 
場  所 

一鍬田公民館 

２階 集会室 

出 席 者 

 

（委員）１９名 

小林克行、岡本克美、松井孝宏、伊田雅美、山田 亨、 

井上こずえ、滝川多嘉子、氏原賀代、細田圭介、建部彰生、 

青木広美、中西忠史、福原 宏、山本いづみ、松山和彦、 

田中敬規、浜田友香、沢田佳世、細田睦美 

 

（事務局）３名 

 市民協働部 松下部長 

八名自治振興事務所：尾﨑所長、森本 

欠 席 者 （委員） なし 傍 聴 者 なし 

配布資料 

次第、【資料１】令和８年度自治区予算事業一覧、【資料２】令和８年

度八名地域自治区地域活動交付金団体一覧、【資料３】令和７年度か

ら令和８年度への引き継ぎ事項、【資料４】八名地域自治区地域協議

会に関する運営要綱、【資料５】令和８年度八名地域協議会開催スケ

ジュール 
 

議題・議事・発言等（要点記録） 
 

１ 開会 

 

２ 委嘱辞令交付 

   新規の協議会委員へ辞令交付が行われた。 

 

３ 説明 

 （１）地域自治区予算事業 

  【資料１】地域自治区予算事業の説明を行った。 

 （２）地域活動交付金事業 

  【資料２】地域活動交付金事業の説明を行った。 

 （３）八名地域計画 

   地域の現状と課題を把握し「地域の課題解決」や「地域の活性化」に取り組むた

めの計画を記しており、今年度は修正計画の年になるので、計画の見直し、概要

版リーフレット作成までが令和８年度の活動内容となる。 

 （４）八名地域協議会の運営方針 

  【資料３】令和７年度からの引き継ぎ事項についての説明を行った。 

   ・地域自治区予算・地域計画・地域活動交付金 

 

 

 

 

 



 

４ 議事 

（１）会長・副会長の選任  
  新城市地域自治区条例第７条３項の会長及び副会長の任期は委員の任期による

定めに基づき昨年度同様に滝川会長、井上・細田副会長が選任された。 
  新城市地域自治区地域協議会に関する運営要綱第３条の副会長が複数の場合は

会長の職務を代理する順位も地域協議会に諮ると定めがあることから、こちらも昨

年度同様に井上副会長、細田副会長の順で承認された。  
 （２）協議会の検討体制 
   地域自治区予算の検討において、令和７年度からの引き継ぎによりグループ形式

で行い、地域活動交付金と地域計画の検討においては分科会方式を採用することが

決定された。分科会委員の選出については今後の協議会で行うこととした。 
 （３）会議録署名 
  八名地域自治区協議会に関する運営要綱第５条により、会議録署名は会長と２名

の委員の必要があったが、委員の負担軽減を鑑み今年度からは会長と１名の委員の

署名と決定し、運営要綱の改正を行う。 
（４）年間スケジュール 

   １年間の協議会開催日を決定し、分科会など決まり次第に協議しスケジュールに

追記する。 

５ その他連絡事項等 

（１）報酬等の振込口座について 

（２）第２回 八名地域協議会について 

  令和８年５月１９日（火）午後７時３０分から 

 

６ 閉会 

 第１回八名地域協議会閉会後に新任委員向けの研修会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


